
千葉県介護の未来案内人事業委託プロポーザル募集要項 

 

１ 業務名  

千葉県介護の未来案内人事業 

 

２ 事業の目的・内容 

学生等の若年層などへ介護職の魅力、やりがいを伝えることで、介護への理解

促進及び就業促進につなげることを目的とする 

  詳細については、「千葉県介護の未来案内人事業業務委託仕様書」のとおりとす

る。 

 

３ 委託料上限（単位：千円） 

  ９，８８４千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※当該委託料は、令和８年２月議会において、令和８年度予算案が成立するこ

とを前提としたものである。このため、予算不成立の場合は、募集や審査を中

止したり、契約締結しない場合がある。 

なお、いずれの場合も、本企画提案への参加に要した経費は企画提案者の負

担とする。 

 

４ 応募資格 

 次の（１）から（６）までのすべての条件を満たすものとする。 

（１）仕様書で定める業務について、十分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制

を有すること。 

（２）法人格を有している団体であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者

に該当しないこと 

（４）宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 

（５）特定の公職者（候補者を含む）、又は政党を推薦、支持、反対することを目的

とした団体でないこと。 

（６）暴力団でないこと及び暴力団もしくは暴力団員の統制下にある団体でないこ

と。 



５ 委託期間 

  契約日から令和９年３月３１日まで 

 

６ 主な対象経費 

  人件費、交通費、運営費（消耗品費、通信費、案内人旅費等経費を含む。）、そ

の他 

 

７ 説明会 

  委託業務の詳細及び受託申込書等の記載方法等について説明会を開催する。 

（１）日時 

令和８年２月９日（月）から令和８年２月１７日（火）の間の 

いずれか１日で実施 

（２）開催方法 

ＺＯＯＭを活用し、オンライン形式で実施する。 

（３）申込方法 

電子メールによる。（様式任意。） 

参加を希望する場合は、法人等の名称及び参加者（２名以内）、連絡先の電話

番号及びメールアドレスを令和８年２月１６日（月）午後５時までに下記の連

絡先に連絡すること。参加申込者には、ＺＯＯＭ会議の情報を電子メールにて

事前送付する。 

（４）連絡先 

〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町１－１ 

千葉県健康福祉部健康福祉指導課 福祉人材確保対策室 

メールアドレス：ksjinzai@mz.pref.chiba.lg.jp 

 ※当説明会日時については、県と協議し、決定することとする。 

※当説明会に出席しなくても、プロポーザルには参加することができる。 

 

８ 質問の受付及び回答 

（１）受付方法 

本件に関する質問はすべて様式６「質問書」により行うものとし、本募集要

項「11 問い合わせ先」に持参又は電子メールにより提出すること。 

mailto:ksjinzai@mz.pref.chiba.lg.jp


※提案の状況、選考委員名等に関する質問は受け付けられないため留意すること。 

（２）提出期限：令和８年２月１８日（水）午後５時必着 

（３）回  答 （１）により受け付けた質問について、回答を行う。 

 

９ 応募方法 

（１）提出書類 

  ア 応募申込書【様式第１号】 

    定款又は寄付行為あるいはこれに相当するものを添付すること 

  イ 企画提案書【様式第２号】 

    企画のコンセプト、事業の構成概要、広報手段・時期、期待される効果等

を記載すること 

  ウ 団体に関する概要及び実績書【様式第３号】 

    団体等の概要、本業務に類似・関連するこれまでの実績等を記載すること 

  エ 団体目的等についての確認書【様式第４号】 

オ 業務経費見積書【様式第５号】 

カ その他、参考資料があれば添付 

（２）応募方法 

  ア 応募書類の提出方法 

    持参、郵送又は電子メール 

    ※郵送・電子メールにより提出する場合は、電話による到達確認を行うこ

と。 

  イ 応募書類の提出場所 

  （ｱ）持参、郵送の場合 

千葉県 健康福祉部 健康福祉指導課 福祉人材確保対策室 

    〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町１－１ 千葉県庁中庁舎６階 

  （ｲ）電子メールの場合 

メールアドレス：ksjinzai@mz.pref.chiba.lg.jp 

ウ 応募書類の受付時間 

    午前９時から午後５時まで（土・日曜日及び祝祭日を除く。） 

    なお、電子メールでの提出の場合は、この限りでない。 
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（３）提出部数（持参、郵送の場合） 

   正本１部、副本７部 

（４）作成上の注意事項 

  ア 持参または郵送で提出する場合 

（ｱ）原則としてＡ４サイズ（縦）で統一すること 

   （ｲ）片面印刷とし、各ページの下部にページ番号を通しで振ること 

   （ｳ）左側に２つ穴をあけ、こより紐等で一部ずつ編冊すること。 

ホチキスやクリップ類は用いないこと。 

   （ｴ）各様式の１枚目に「様式○」のように、様式番号等を記載した 

インデックスシールを貼付すること 

     イ 電子メールで提出する場合 

（ｱ）ＰＤＦデータで提出し、ファイル名は「様式〇」のように、わかりやす

くすること 

（ｲ）添付ファイルの容量が７ＭＢ以上の場合は受信できないため、容量が大

きい場合は複数回に分ける等して提出すること 

（５）応募書類の提出期限 

令和８年２月２５日（水）午後５時（必着） 

   ※未着、遅延等の場合は、原因の如何を問わず失格として取り扱う。郵送す

る場合には、十分な余裕をもって発送すること。 

 

10 審査 

（１）提出書類の形式的審査を行い、その後に会議において書面審査及びヒアリン

グを行った上で、企画提案者を採点する。県は、会議の全企画提案者の採点結

果を参考に受託候補者を選定する。 

なお、必要ないと認めた場合はヒアリングを実施しない場合がある。 

（２）会議のヒアリングの実施は、令和８年３月中旬に行う予定である。詳細につ

いては、後日、応募者に対して通知する。 

（３）選定に当たってはおおむね以下の選定基準により総合的に評価することとする。 

なお、一定の基準を満たさない場合、受託候補者としない場合がある。 

 

１ 

様 
式 
１ 様 

式 
2 定

款 



（４）会議は非公開とし、内容の照会等には回答しないこととする。 

（５）選定結果は３月下旬までに応募者に書面にて通知する。 

（６）選定結果に関する問い合わせについては、一切対応しない。 

 

11 問い合わせ先 

  〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町１－１ 

  千葉県健康福祉部健康福祉指導課 福祉人材確保対策室 

  電話：043-223-2606 ＦＡＸ：043-222-6294 

  Mail:ksjinzai@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

 

 

選 定 項 目 選 定 基 準 

業務遂行能力 

（１０点） 

① 事業の目的達成に向け、実現可能な遂行体制となっている

か 

② 類似事業についての実績が豊富か 

企画力 

（２０点） 

① 事業の企画・構成は、案内人の特性を活かし、事業の目的

達成が期待できる内容であるか 

② 全体会議（学習会）は、各案内人の意欲の向上や、学校派

遣時の発表内容の向上が見込まれるものとなっているか。 

③ 訪問授業時の発表内容は、学生等の若者が介護分野への興

味・理解を深めるものとなっているか 

④ 事業の遂行に対し、熱意・情熱・誠実さが感じられるか 

独自性 

（１５点） 

① ワークショッププログラム・介護の魅力発信冊子は、介護

の魅力が伝わる内容であり、介護職の理解促進やイメージア

ップにつながるものとなっているか 

② その他独自提案には独自性があり、事業の目的達成に当た

り、より大きな成果が期待されるような内容であるか 

所要経費 

（５点） 

① 見積書に所要経費・算定根拠が明確に示されているか。提

案内容の費用対効果は高いか。 



12 募集資料の配布 

  募集資料については、説明会及び前項記載の問い合わせ先で配布するほか、 

千葉県庁のホームページからダウンロードすることができる。なお、（７）につい

ては、募集に当たって参考として配布するものであり、委託契約における仕様書

とは異なる場合があるため留意すること。 

（１）応募申込書【様式第１号】 

（２）企画提案書【様式第２号】 

（３）団体に関する概要及び実績書【様式第３号】 

（４）団体目的等についての確認書【様式第４号】 

（５）業務経費見積書【様式第５号】 

（６）質問書【様式第６号】 

（７）千葉県介護の未来案内人事業業務委託仕様書 

（８）個人情報取扱特記事項 

（９）談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項 

 

13 応募者の失格事由 

  次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

（１）応募資格のない者が応募した場合 

（２）提出期限を過ぎて応募申請書が提出された場合 

（３）提出した応募申請書に虚偽の記載があった場合 

（４）会社更生法等の適用を申請している等、契約履行が困難と認められると判断

される場合 

（５）選考の公平性を害する行為があった場合 

 

14 委託契約 

  上記 10 の審査を経て県が選定した受託候補者と協議の上、事業実施に係る委

託契約を締結する。 

  （留意事項） 

（１）提案書の提出及び会議の開催は、提案内容及び応募団体の審査・選定のための

ものであり、また、選定は提案内容をそのまま了承するものではないため留意



すること。 

（２）契約にあたっては、千葉県財務規則第９９条の規定により、契約金額の百分

の十以上の契約保証金を納める必要がある。ただし、契約保証金は免除する

場合がある。 

（３）本件受託業務の全部を第三者に再委託することは認めない。ただし、受託業務

の一部の再委託については、県の承諾を得たときは、この限りではない。 

 

15 スケジュール（予定） 

     令和８年２月 ９日（月）～２月１７日（火）   説明会の実施 

２月２５日（水）   書類の提出期限 

３月１１日（水）   選考会議の実施 

３ 月 中 旬    選考結果の通知 

４ 月 上 旬    委託契約の締結・事業開始 

 

16 注意事項 

（１）県は、業務の実施状況について、必要に応じて報告若しくは資料の提出を求

め、又はこれに関する台帳その他関係書類を閲覧し、調査することがある。 

（２）業務の遂行にあたっては、利用者及びその関係者のプライバシーの保持に十

分配慮するとともに、業務上知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。 

（３）県は、「談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条

項」に該当する場合や委託業務に着手すべき時期を過ぎても委託業務に着手し

ない場合など、この業務を遂行することに不適格であると認めたときは委託契

約を解除することがある。 

（４）この業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む）のため

に生じた経費は受託事業者が負担するものとする。ただし、その損害が県の責

めに帰する理由による場合においては、その損害のために生じた経費は県が負

担するものとし、その額は受託事業者と協議して定めるものとする。 

（５）その他、この事業の目的を達成するために必要な業務を行ってもらうことが

ある。 


